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平成20年5月23田  

厚生労働省老健局振興課長  

古 都 賢 一  

介護保険制度の見直し  
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『⑳辱後も望◎  ビ†！】  』  

要介護高齢者⑬変偲厨這対応』た伊野⑬改革  

圃能髄◎給館⑬効率化／重点脂  制度⑬掩   

地域生活の継続を支える包摘的ケアシステ息  

介護菅田ビス事業者⑬動向  
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在囁  

ホームヘルパー（従事者）の推移  

1965年 1970年 1975年 1980年 1985年1990年 1993年 1998年 2003年  

（注）1998年までの人数は各年度末の従事者数であり、2003年は2003年10月1日時点のものである。  

（出典：社会福祉行政業務報告、介護サービス施設・事業所調査）  

デイサービス事業所の推移  

I．080か所  

（1989年）  （2000年4月末時点）  （2006年1月末時点）  

（出典：WAMNET他）  

在宅サービスでの民間事業者の参入  
○ 介護保険制度により行政による措置から利用者によるサービスの選択に大きく転換。 在   

宅サービスは提供主体に制限がなく、営利法人の指定事業者数も大きく伸びている。  

主な居宅サービスにおける事業者数  

事業所数  
増減  

H12年7月→17年4月   

営利法人   
10，222 （31％）  32，199 （49％）  215％増   

社会福祉法人  17，452 （53％）  22，730 （34％）  130％増   

1，307  
NPO・農協・生協   （4％）   4，127 （16％）  216％増   

1，672  
地方公共団体   （5％）   1．001 （2％）  40％減   

その他   
（医療法人等）  

2，447（7％）  6，198  153％増     （9％）   

合計   
33，1，00 （100％）  66，255 （100％）  100％増  

平成12年7月  平成14年4月  平成16年4月  平成17年4月  

出典：WAMNETベース  

※「主な居宅サービス」は、訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護、痴呆対応型共同生活介護、特   
定施設入所者生活介護、福祉用具貸与の7サービスの合計。  
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～不正事業者が拝在化♭て童てももる軸  

指定取消処分等のあった介護保険事業所は、閻にのぼる。  

○事業所t施設の内訳の推移   

＼   、＼  
＼  平成   平成   平成   平成   平成   辞威   

会 計  
＼    ＼  12毎度  13辱度  14毎度  】5年度  16毎度  け毎度   

訪問介監   9   32   42   田   27   1朗  

訪問風潜介霊  0   5  

訪問密雲   0   0   4   5   2   2   12  

訪問リハビリテーション   0   0   2   0   0   2   4  

居宅廠症普選指層   0   3   2   2   2   9  

退所介護   0   9   8   丁   

サ u  2   2   2   8   

ピ  0   0   0   3   5  

ス   0   6   

種 別  ○   2   0   5   6   14  

特定施設入所者生漕介藍   ¢   0   0   0   2   2   4  

福祉用具貸与   ○   5   丁   4   1丁  

居宅介謹支援   15   29   25   25   22   116  

介護老人福祉摘儲   ¢   0   0   0   0   0   0  

介書巻人偏低縮儲   ¢   0   ○   0   2   2  

介蓋療養型医療施設   2   2   丁   丁   2l   

合  計  7   30   90   l05   引   粥   10g   

高齢者介護⑰新転炉方向  
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1介護予防の推進  
－「介護」電デノ♭⇒「介護＋予防」モデルヘ  

2 認知症ケアの推進   

－「身体ケア」電デル  

⇒「身体ケア＋認知症ケア」モデルヘ  

3 地域ケア体制の整備   

－「家族同居」モデル  

⇒「家族同居＋独居」モデルへ  

介護保険制麿改革の主な内容  
〔具体的内容〕  

新予防給付の創設、地域支援事業（仮称）の創設  予防重視型システムへの転換  

施設給付の見直し  居住費用・食費の見直し、低所得者等に対する措置  

地域密着型サービスの創設、地  
の創設、居住系サービスの充実  笥監禁㍍  新たなサービス体系の確立  
見直し等）、．医療と介護の連携の強化、地域介護・  
福祉空間整備等交付金（仮称）の創設  

情報開示の標準化、事業者規制の見直し、  
ケアマネジメントの見直し   

第1号保険料の見直し、市町村の保険者機能の強化、  
要介護認定の見直し、サービスの適正化・効率化  

社会保障制度の一体的見直しと併せて検討、その  
結果に基づいて、2009年度を目途として所要の措  
置を講ずる  

検討は、平成18年度末までに結果が得られるよう  
新たな場を設ける  

サービスの質の確保・向上  

負担の在り方■制度運営の見直し  

被保険者■受給者の範囲  

※施行：2006年4月（ただし施設入所費周¢見直しについてl鼓2005年瑠0月施行）   



ニモ至妻衰  こナ＝ご・ごこ、  

○ 介護保険制度では、要介護状態となった場合でも、できるだけ居宅で自立した日常生活を  営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスの給付を行っている。  
市町線描忠  都道府県指念  

ーピ畏   

匠防間啓一ビス】  
○訪問介鬱 ○訪問見落介怒  
○訪問頓狂 ○訪問リハビリ矛－シ選ン  

○屡宅轟萄官選婚駐  
匠過帝啓一ビス】  

○迫所行蛋 ○勤煎リハビリテーシ≡ン  
E絶対Å爾曾－ビスヨ  

○矩期風雨金港介藍 ○任期風雨霹琶介堅  
Eその他ヨ  

○特定祐昔風麿音盤汚介監  
○韓定宿社用具販売 ○密祉用具質辱  

◎地域蔭憲型轡一隠見  ◎施設啓一ピ謁  

○設問対応鰹訪問分野  

○密知麗対応型題節介監  
○棚l璃摸夢標識型居宅介班  

○認知痙封偲腰共同生浩行監  

○地域密封蜜特定施設入靂音盤露命藍  

○地域密着髪介匿巷Å語祉施設   
入荷密生諾介匪  

○介帯電Å福祉施設  
○命田老Å侶藍籠琵  
○介帯賓蚤理匿定；施設  

◎歴電介藍支麗  

◎介寮予防轡－ビ為  

◎地域密着型命審学齢轡－ビス  
【訪問サービス】  

○介琶予防訪問介筐 ○介詮予防訪問入港介監  
○介書予防訪問響謹 ○介諺予防訪問リハビリテーション  
○介護予防居宅療養管翌持啓  
【適所サービス】  

○介雷撃膀適期介密 ○介匪予防溺廟リハビリテーション  
【短期入所サービス】  

○介筆予防短期入荷生活介駁 ○介怒予防薙潜入所感童介藍  
【そ¢触】  

○介罷予防響尭施設入居者生清介鰹  
○特定介鱈予防樺社用具陳亮 ○介髄予防福祉用異餞唇  

○介密事陣取知痘対応型電荷介怒  
○介偲摺欄帥ヽ規模夢穏能整居宅介鰹  
○介盛予防既知症対応型共同生淳介怒  

◎介匿予防支抵  

「介護サ四ビス情報の公表」   

制度が求められる背景  
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『館叢  盤轟』閻魔創設  

①介護保険制度の仕組み   

0介護サービスは利用者が自ら選択→利用者本位  

0在宅サービスは主体規制の撤廃→供給量の確保  
0競争による介護サービスの質の向丘  

③利用者の事業者選択に資する情報提供環境の整備が必要  

介護サービス情報の公表制度の基本的役割  
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介護保険菅山ぼ鼠⑬質儲確  
（事業者において行われる行為）  （一義的な受益者）  

最
低
基
準
を
遵
守
す
る
事
業
者
 
 

「介護智凹ビス情報の公表」  
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「介護サービス情報の公表」制度の趣旨口目的  

介護保険サービスの利用■提供は「利用者」と「事業者」との契約  

琶滞1用者】より適切な事業者を選択することが必要   

→要介護高齢者等は事業者と対等な関係であ情報入手に困難  

（適切なサービス利用ができず心身機能低下のおそれト  

【介護サービス情報の公表制度】  

○ 契約の一方の当事者である事業者が、利用者の選択に資す   
る情報を自ら公表  

・利用者が適切な事業者を評価・選択することを支援   

■事業者の努力が適切に評価され選択されることを支援  
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鼠情緒  盤義朝  言■「こ蔓妻；‾－－‾こ＝  
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情 報 公 表 ⑬ 方 法  

全ての（多くの）事業所の情報を、公平に、いつでも、誰でも  

閲覧可能とし、利用者の比較検討日選択を支援  

介護サービス情報の公表の効果  

【利用者】  

○何を見て選ぶのか→視点の理解  

○比較検討材料を入手→選択肢の絞り込み  

【事業者】  

○自らの取組の努力→広く広報  

○他の事業者の取組→参考材料  
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サービスの種類ごとの施行スケジュール  

平成18年4月施行サービス  

①訪問介護、②訪問入浴介護、 ③訪問看護、  

④適所介護、  

⑤特定施設入居者生活介護（軽責老人ホーム、有料老人ホーム）、  

⑥福祉用具貸与、⑦居宅介護支援 、  

⑧介護老人福祉施設、⑨介護老人保健施設  

平成19年卑周施行サービス  

①訪問坊㈹ビlメテ噂ション、②適所射場用テⅦション、  
③介護療養型医療施設  
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サービスの種類ごとの施行スケジュール  

平成20年4月施行骨－ビス  

①認知症対応型通所介護、②特定福祉用具販売、③短期入所生活介護、  

④短期入所療養介護（介護老人保健施設、介護療養型医療施設）、  

⑤介護予防訪問介護、⑥介護予防訪問入浴介護、⑦介護予防訪問看護、  

⑧介護予防訪問リハビリテーション、⑨介護予防通所介護、  

⑩介護予防認知症対応型適所介護、⑪介護予防適所リハビリテーション、  

⑫介護予防特定施設入居者生活介護（軽責老人ホーム、1有料老人ホーム）、  

⑬介護予防短期入所生活介護、⑭介護予防短期入所療養介護（介護老人保健  

・施設、介護療養型医療施設）、⑮介護予防福祉用具貸与、  

⑯特定介護予防福祉用具販売、⑰地域密着型特定施設入居者生活介護（軽費   
老人ホーム、有料老人ホーム）、  

⑱地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  

報告・調査・情報公表の計画的実施  
○ 全国1  0万以上の事業所の報告・調査・情報公表を円滑に実施  

（介護報酬収入年額100万円を超える事業所が対象）  

→ 毎年、都道府県ごとに計画を定めて実施  

画で定め  る主な事  

1計画の基準日  

2 計画の期間  

3 報告対象事業所の名称  

4 報告の提出先及び期限  

5 調査月  

6 指定調査機関の名称  

7 情報公表月  

8 その他  
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